
໊ߍֶ ॅ所 ి൪߸
串本খֶߍ 有ా410 66-0330
串本খֶߍ 串本776 62-0039
ைິখֶߍ ைິ3136 62-0506
ग़Ӣখֶߍ ग़Ӣ1617-21 62-01�6
େౡখֶߍ ਢ1577-11ߐ 65-02�5
ߍখֶߌڮ 串本2000-12 62-03�0
খֶߍ 西向638 72-0137
ߍখֶ࠲ݹ தື160 72-0077
ߍখֶݪా ా原725 7�-0�11
串本தֶߍ ాฒ1300 66-0013
串本தֶߍ 串本1620 62-0165
ைິதֶߍ ைິ3349-13 62-0502
தֶߍ 西向922 72-1675

　串本町に住所を有する児童生ె、町立のখ学校・த学校に
就学する児童生ెに対して、ࡁܦ的理༝によって就学困
と認められる者の保護者に対し、学用費の学校生活を
ૹる上で必要となる費用を援助しています。援助をडける
に当たっては৹ࠪがあります。詳しくはڭ育課へご相談く
ださい。

बֶԉॿ

ֶ金ߍߴ●
的な理༝によりम学が困な者に対し、ษ学を支援ࡁܦ　
することによりڭ育の機会ۉにࢿすることを目的とし
てߴ、 学校の生ెを対象に、月額5000ԁの学ۚを給
付しています。
●େֶਐֶֶ金
　େ学に進学した学生の生ܭをҡ࣋する者が串本町に住
所を有し、ࡁܦ的理༝によりम学が困と認められる場合、
月額40000ԁの学ۚをແརࢠでି༩しています。

　いずれの学ۚも給付またはି༩条݅がありますので、
詳しくはڭ育課にお問い合わせください。

ֶۚ

　自సंをར用して町のখ学校・த学校に通学する児童・
生ెであり、特定の要݅を満たす者の保護者に対し、費用の
Ұ෦ิ助、ϔϧϝοτを支給しています。（原則校۠外就学
（。Մ者は対象としていませんڐ

௨ֶඅิॿ

●ೖֶʹ͍ͭͯ
、அに関するおらせや߁育ҕһ会から入学前の健ڭ　
入学通をૹ付しています。引ӽしで現ࡏの進学༧定校
۠とҟなることが判໌した࣌は、おらせください。
●సֶʹ͍ͭͯ
　町での引ӽしや町外へ引ӽしする場合は通学தの学
校、引ӽしઌ市町ଜڭ育ҕһ会へ「いつ、どこの学校へ」స校
するのかを࿈བྷしてください。
　町外から引ӽしてきた場合はڭ育課へ「いつ、どこの学校
へ」通学༧定なのかを࿈བྷしてください。
͍ͯͭʹबֶ֎۠ߍ●
　原則、住所によって通学する学校が指定されています。た
だし、特別な事情がある場合は、指定校以外への通学が認め
られる場合があります。詳しくはڭ育課へご相談ください。

ೖ ɾֶస ɾֶ۠ߍ֎बֶ

Ұཡߍֶ

医療
住民課医療保険・年金グループ ☎62-0561

Ͳも医療費助成制度ࢠ●
対　象　者
　த学校ଔ業までのࢠども（15歳になった日以ޙ最ॳの3
月31日までの方）
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。
●ひͱりՈఉ医療費助成制度
対象者
　ひとり家ఉのと、扶養されている児童（18歳に
なった日以ޙ最ॳの3月31日までの方）
※所得制限あり
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。

খ・தֶߍ
ಋグループࢦ育ڭ育課ڭ育ҕһձڭ ☎67-7260
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　հ護αーϏεをར用するためには、町にਃして「հ護や
支援が必要である」と認定される必要があります。
対象者

・65歳以上の方（ୈ1߸ඃ保険者）
　原Ҽを問わず日常生活にհ護や支援が必要となったとき
・40ʙ64歳の方（ୈ2߸ඃ保険者）
　 ྩで定められたපؾ（16छྨの特定疾ප）によりհ護や

支援が必要なとき
�ɽਃ
　հ護αーϏεのར用を希望する方は、町の窓口で「要հ護
認定」のਃを行います。（家族でもՄ）
ਃʹඞཁͳの

要հ護・要支援認定ਃॻ
հ護保険ඃ保険者ূ
健߁保険ඃ保険者 （ূୈ2߸ඃ保険者の場合）

�ɽೝఆௐࠪ
　ௐࠪһが自宅を๚問し、৺身の状گなどについてௐࠪ
を行います。また、医ࢣが৺身の状گについてのҙ見ॻを࡞
成します。
�ɽ৹ ɾࠪఆ
　認定ௐࠪの݁果によるίンϐϡータ判定（Ұ࣍判定）と、
医ࢣのҙ見ॻを基に「հ護認定৹ࠪ会」で৹ （ࠪೋ࣍判定）
し、要հ護状態۠分の判定が行われます。
※ 「հ護認定৹ࠪ会」は、医療・保健・福祉のઐ家でߏ成さ

れています。

ඇ֘ʢཱࣗʣ ཁ支援�ɾ� ཁհޢ�ʙ�
հ護保険αーϏε
はར用できません
が、հ護༧ࣨڭ
などのҰൠհ護༧
事業がར用でき
ます。

要支援者に対する
Ҭ支援事業、հ
護༧αーϏε、
ҬີணܕαーϏ
εのҰ෦がར用で
きます。

ࢪ、宅αーϏεࡏ
設αーϏεとҬ
ີணܕαーϏεが
ར用できます。

հ͕ޢඞཁʹͳͬͨΒ

հ護保険
福祉課հ護保険・ਓ福祉グループ ☎62-0562ɹɹ۲ຊொҬแׅ支援ηϯλー ☎62-6005

�ɽհޢαーϏεɾհޢ༧αーϏεܭըͷ࡞
　実ࡍにαーϏεをར用する前に、認定݁果を基にհ護
αーϏεはέΞϚωδϟー（հ護支援ઐһ）、հ護༧
αーϏεはҬแׅ支援センターでհ護αーϏε・հ護༧
αーϏεܭըを࡞成します。ࢪ設に入所してར用する
αーϏεについては、入所するࢪ設でհ護αーϏεܭը
を࡞成してར用します。
�ɽαーϏεͷར༻
　հ護αーϏε・հ護༧αーϏεܭըに基づいてαーϏ
εをར用します。ར用者負担は原則として費用の1割（Ұ定
以上の所得のある方は2ʙ3割）です。
※ 保険ྉが未ೲの場合、給付制限があり、ར用者負担が3割

になることがあります。
※ հ護保険の対象とならないαーϏε費用もありますの

で、αーϏεར用࣌には必ず町の窓口や担当έΞϚω
δϟーに確認してください。

�ɽೝఆɾ௨
　հ護認定৹ࠪ会の৹ࠪ݁果に基づいて「非֘当（自立）」

「要支援1・2」「要հ護1ʙ5」までの۠分に分けて認定され、
その݁果が通されます。

հޢɾࢱ
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　要հ護・要支援認定をडけなくても、「基本νΣοΫϦε
τ」によりࠃが定める基४に֘当すれ、要支援1でडけら
れるαーϏεとಉのҬ支援事業（ϗーϜϔϧϓαーϏ
ε、σΠαーϏε）をར用することができます。
対象者

・65歳以上の方（ୈ1߸ඃ保険者）
�ɽਃ
　૯合事業のར用を希望する方は、Ҭแׅ支援センター

（☎62-6005）の窓口でਃを行います。৺身の状گについ
てฉきऔりを行いますので、ご本人がおӽしください。
ਃʹඞཁͳの

հ護保険ඃ保険者ূ

�ɽج本νΣッΫϦετͱฉきऔりʹΑΔఆ
　25߲目の؆୯な࣭問にνΣοΫϦετで回していただ
きます。また、そのࡍに৺身の状گなどについてҬแׅ支
援センター৬һがฉきऔりを行い、ࠃが定める基४に֘当
すれ૯合事業対象者として認定され、その݁果が通さ
れます。
�ɽհޢ༧έΞϚωδϝンτܭըͷ࡞
　実ࡍにαーϏεをར用する前に、Ҭแׅ支援センター
でհ護༧έΞϚωδϝンτܭըを࡞成します。
�ɽαーϏεͷར༻
　հ護༧έΞϚωδϝンτܭըに基づいてαーϏεをར
用します。ར用者負担は要支援・要հ護認定をडけた場合と
ಉ༷となっています。
※ ૯合事業の対象となるαーϏεはҬ支援事業のみとな

ります。福祉用۩のି༩・ߪ入や住宅改मなどは対象外と
なりますのでごҙください。
�͔݄のαʔϏεར༻ֹの҆
　1か月にҬ支援事業のαーϏεでར用できる上限（支給
限度額）は5ສ320ԁまで（要支援1とಉ）となります。限度
額を͑てαーϏεをར用した場合、͑た分はશ額自己
負担となります。

●έΞプϥϯͷ࡞成ډαーϏεར༻ʹΔ支援
支援ޢհډ
　要հ護の方を対象に、έΞϚωδϟーに居宅հ護αーϏ
εܭըを࡞成してもらうほか、居宅հ護αーϏεのར用支
援がडけられます。
հޢ༧支援
　要支援の方を対象に、Ҭแׅ支援センターの৬һなど
にհ護༧αーϏεܭըを࡞成してもらうほか、հ護༧
αーϏεのར用支援がडけられます。
αーϏεډ●
๚հޢ　ʤϗーϜϔϧプʥ
　ϗーϜϔϧύーに自宅を๚問してもらい、৯事、入ཋ、ഉ
せつなどの身体հ護や、ௐ理、ચ୕、আなどの生活援助が
डけられます。
๚ೖཋհޢɺհޢ༧๚ೖཋհޢ
　自宅にཋ૧を࣋ち込んでもらうなど、入ཋのհ助がडけ
られます。
๚ϦϋϏϦςーγϣンɺհޢ༧๚ϦϋϏϦςーγϣン
　ϦϋϏϦςーγϣンのઐ家に๚問してもらい、自宅で
ϦϋϏϦςーγϣンがडけられます。

ಋࢦྍཆཧډ༧ޢಋɺհࢦྍཆཧډ
医ࣃ、ࢣՊ医ࢣ、ༀࣃ、ࢣࡎՊӴ生࢜などに๚問してもら

い、ༀのҿみ方、৯事など療養上の理・指ಋがडけられます。
๚ޢɺհޢ༧๚ޢ
　護ࢣなどに๚問してもらい、চずれの手当てやణの
理などがडけられます。
௨所հޢ　ʤσΠαーϏεʥ

σΠαーϏεセンター（日ؼりհ護ࢪ設）に通い、৯事、入
ཋなどのհ護や機能܇࿅、ϨΫϦΤーγϣンがडけられます。
௨所ϦϋϏϦςーγϣンɺհޢ༧௨所ϦϋϏϦςーγϣ
ン　ʤσΠέΞʥ
　հ護人保健ࢪ設やප院・療所で、機能܇࿅などが日ؼ
りでडけられます。
ظೖ所ੜ׆հޢɺհޢ༧ظೖ所ੜ׆հޢ　ʤγϣーτ
εςΠʥ
　հ護人福祉ࢪ設などにظ入所して、৯事・入ཋなどの
հ護や機能܇࿅がडけられます。
ظೖ所ྍཆհޢɺհޢ༧ظೖ所ྍཆհޢ　ʤҩྍܕ
γϣーτεςΠʥ
　հ護人保健ࢪ設などにظ入所して、医療によるέΞ
やհ護、機能܇࿅などがडけられます。

ֹͷ҆ݶڅαーϏεͷ�͔݄ͷ支ډ
ཁհޢ 支ݶڅ ʢֹֹ݄ʣ
ཁ支援�    5ສ320ԁ
ཁ支援� 10ສ5310ԁ
ཁհޢ� 16ສ7650ԁ
ཁհޢ� 19ສ7050ԁ
ཁհޢ�   27ສ480ԁ
ཁհޢ� 30ສ9380ԁ
ཁհޢ� 36ສ2170ԁ

【�͔݄ͷαーϏεར༻ֹͷ҆】
　要հ護状態۠分ごとに1か月に居宅αーϏεでར用でき
る上限（支給限度額）が設定されています。限度額を͑た
αーϏεをར用した場合、͑た分はશ額自己負担となり
ます。

հޢ༧ɾৗੜࢧ׆ԉ૯߹ۀࣄʢ૯߹ۀࣄʣ

հ護保険Ͱར༻ͰきΔαーϏε
福祉課հ護保険・ਓ福祉グループ ☎62-0562ɹɹ۲ຊொҬแׅ支援ηϯλー ☎62-6005
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ಛఆࢪઃೖډ者生活հ護ɺհ護༧ಛఆࢪઃೖډ者生活
հ護
　有ྉ人ϗーϜなどに入所している方がडけられるαー
Ϗεです。৯事・入ཋなどのհ護や機能܇࿅がडけられま
す。αーϏεは、แׅܕ（Ұൠܕ）と外෦αーϏεར用ܕに۠
分されます。
※ հ護༧αーϏεは、要支援1・2の方を対象としています

ので、状態の改善とѱԽの༧を目的とした༰となり
ます。

ઃαーϏεࢪ●
※要支援1・2の方はࢪ設αーϏεをར用できません。
հޢਓࢪࢱઃ　ʤಛผཆޢਓϗーϜʥ
　日常生活において常࣌հ護が必要で、自宅でのհ護が困
な方が対象のࢪ設です。৯事・入ཋなど日常生活のհ護や
健߁理がडけられます。（新ن入所は、原則、要հ護3以上）
հޢਓอ݈ࢪઃ　ʤਓอ݈ࢪઃʥ
　ප状が҆定し、ϦϋϏϦςーγϣンにॏをおいたհ護
が必要な方が対象のࢪ設です。医学的な理のもとでհ護
や護、ϦϋϏϦςーγϣンがडけられます。
հྍޢཆܕҩྍࢪઃ　ʤྍཆපচͳͲʥ
ظの治療がऴわり、ප状は҆定しているものの、ظੑٸ　
ؒにわたり療養が必要な方が対象のࢪ設です。հ護体制の
った医療ࢪ設（ප院）で、医療や護などがडけられます。
※20243月にഇࢭ༧定。
հޢҩྍӃ
　ظ療養のための医療と日常生活上のհ護がҰ体的にड
けられます。
●ҬີணܕαーϏε
খنଟػډܕհޢʢհޢ༧খنଟػډܕհޢʣ
　খنな住居ܕのࢪ設への「通い」をத৺に、自宅にདྷて
もらう「๚問」、ࢪ設に「ധまる」αーϏεがॊೈにडけられ
ます。
Ҭີணܕ௨所հޢ
　定һ18人以下のখنな通所հ護ࢪ設で、৯事・入ཋなど
のհ護や機能܇࿅が日ؼりでडけられます。

ೝରԠڞܕಉੜ׆հޢʢհޢ༧ೝରԠڞܕಉੜ
ཁ支援�ͷΈʣ　ʤάϧープϗーϜʥ˞　ޢհ׆
　認とஅされたྸߴ者がڞಉで生活できる場（住居）
で、৯事・入ཋなどのհ護や支援、機能܇࿅がडけられます。
※要支援1・2の方がར用できるαーϏεは、（）ॻきのものです。
※ 上記のほかにも、Ҭີணܕհ護人福祉ࢪ設入所者生

活հ護などがあります。新نに入所できるのは、原則要հ
護3以上の方です。

●福祉༻۩ି༩・ߪೖɺ住վम
ࢱ༻۩ି༩ʢհޢ༧ࢱ༻۩ି༩ʣ
　৺身の機能が低下した方に、日常生活の自立を助ける用
۩をିしग़します。

ʤंҜࢠ、ं Ҝࢠ付ଐ、特घ৸、特घ৸付ଐ、চずれ
ࢭ用۩、体Ґมث、認人ኼײ機ث、Ҡ動用Ϧ
ϑτ（つり۩の෦分をআく）、自動ഉᔔॲ理置（※要հ護4・
5の方のみ）、ˎ 手すり、ˎ εϩーϓ、ˎ า行ث、ˎ า行ิ助つ
͑ʥ
※ 要支援1・2、要հ護1の方は、原則としてˎの用۩のみの

ར用となります。
ಛఆߪ۩༺ࢱೖʢಛఆհޢ༧ߪ۩༺ࢱೖʣ
　対象となる福祉用۩（ֻࠊศ࠲、入ཋิ助用۩など）のߪ
入費を支給します。（上限はؒ10ສԁ）
※ 事業者指定制度がಋ入され、県の指定をडけていないൢ

ച業者からߪ入した福祉用۩は保険給付の対象外となり
ます。

※डྖҕ状をར用する場合は、事前のਃが必要です。
༧ॅվमʣޢվमʢհॅޢհډ
　対象となる改म（手すりのऔり付け、ஈࠩのղফなど）の
費用を支給します。（上限20ສԁ）
※事前のਃが必要です。
●Ҭ支援ۀࣄ
հޢ༧ɾੜ׆支援αーϏεۀࣄ
　要支援1・2の方ٴͼ基本νΣοΫϦετにより対象者と
なった方について、আ・ચ୕の日常生活上の支援をडけ
られる๚問ܕαーϏεや、機能܇࿅やूいの場などの通所
αーϏε、適にαーϏεをडけるためのհ護༧έΞܕ
Ϛωδϝンτܭը࡞成のαーϏεがडけられます。
Ұൠհޢ༧ۀࣄ
　65歳以上の方ٴͼその支援のための活動にわる方を対
象に、հ護༧ࣨڭなどがडけられます。
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、としてڌ者の生活を૯合的に支͑ていくためのྸߴ　
ओέΞϚωδϟー、社会福祉࢜、保健ࢣがத৺となって
ઐࣝを活かし、հ護༧έΞϚωδϝンτをはじめ૯
合的な相談やݖར༴護など、さま͟まな支援を行いますߴ。
ྸ者のօさんが健やかに住み׳れたҬで生活を続けてい
くためにも、Ҭแׅ支援センターをごར用ください。

۲ຊொҬแׅ支援ηϯλー ۲ຊொҬแׅ支援ηϯλー ☎62-6005

　Ҭแׅ支援センターではߴ、 ྸ者の困りごとや৺な
こと、հ護保険のར用方法などのご相談をडけています。
● ཁ支援1ٴͼ2ͷೝఆΛड͚ͨํͱ૯߹ۀࣄର

者（65ࡀҎ্ͰɺجຊνΣοΫϦετͷج४
ʹ֘ͨ͠ํ）ͷέΞϚωδϝϯτ

　ϔϧύーやσΠαーϏεなどのར用に関するέΞϚωδ
ϝンτを行っています。

૯߹૬ஊ

ೝαϙʔλʔͷཆ
　認の方や家族が҆৺して暮らし続けることができる
よう、認をਖ਼しく理ղし、認の方や家族をԹかく見
कり、状گに応じてかけができる「認αϙーター」
の養成࠲ߨをਵ࣌開࠵しています。

認についてઐ的なࣝを࣋つࢣߨ「ΩϟϥόンϝΠ
τ」をݣします。
対　象
　会社・自治会・学校・αーΫϧなど
。はແྉですߨड、ݣࢣߨ※

Δ૬ஊडؔ͢ʹࢭٮऀྸߴ
をٙわれるような場໘にग़会った場合、見てٮ者ྸߴ　
見͵;りをすることは、法的にもϧーϧҧであること
がฏ成184月にࢪ行された「ྸߴ者ٮࢭ法」に໌記さ
れました（通報ٛ務）。ご相談いただいた方に関する情報は、
कൿٛ務により、外に࿙れることはありません。ٮかどう
かの判அは、情報を確かめ、ެ 的機関で行います。
　Կか৺なことにؾ付いた場合は、Ҭแׅ支援セン
ターにご相談ください。

੍ݟޙར༻ʹ͍ͭͯͷ૬ஊड
　認・的障がい・精神障がいにより、事を判அする
能力がे分でないྸߴ者のݖརをकるために「成ޙ見人
（援護者）」をબͿことでߴ、 ྸ者を法的に支援する制度
ʹ成ޙ見制度のਃのご相談をडけます。
対象者
　判அの能力がෆे分な認・的障がいおよͼ精神障
がいのあるྸߴ者（65歳以上の方）
※ 家ఉࡋ判所の৹判ਃし立てに要する費用は必要です。た

だし、ۮ者または4以の族がいないか、Ի৴ෆ通
の状گにあるなどの事情がある方については、別్৹ࠪし
ます。

��
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　Ҭでのྸߴ者の健૿߁進、ڭ養の向上とϨΫϦΤー
γϣンのための場を提供するू会所的ࢪ設です。65歳以上
の方がར用できます。

໊শ 所ࡏ
串本ொਓܜͷՈ「Θ͔͓͠」串本町串本1252൪

串本ொਓܜͷՈ「έ」
串本町西向1493൪1
※ 現چ、ࡏ西向༮ஓԂをସ

。設としていますࢪ
串本ொਓܜͷՈ「ण」 串本町ඣ718൪

ਓܜͷՈ

　外ग़が困なࡏ宅のྸߴ者に対して、๚問による理༰・ඒ
༰αーϏεを実ࢪし、ਗ਼ܿでշ適なࡏ宅生活をૹれるよう
支援します。
対　象　者 「Ͷたきり人扶養手当」の対象者とಉじ
ར༻者ෛ୲ 1回あたり　2000ԁ
ར�༻�ճ� 最େ4回ʗ 

※ਃॻの提ग़月に応じてར用回がҟなります。
※ຖਃが必要です。

ۀࣄ๚ཧɾඒ༰αʔϏεऀྸߴ

にわたり社会にݙߩしてきたྸߴ者をܟѪし、そのण
をॕ福するため、અ目となるྸの方にॕۚを支給します。ま
た、ܟ会事業として、90歳以上の方に記念をଃఄします。
����ॕ��ۚܟ

・77歳　 5000ԁ　　・88歳　　　  7000ԁ
・99歳　10000ԁ　　・100歳以上　20000ԁ
೦هձܟ

・90歳以上95歳未満　 3000ԁ（݊）
・95歳以上100歳未満　5000ԁ（݊）
・100歳以上　　　　 10000ԁ（݊）

ॕܟ ɾۚܟձۀࣄ

で自立した生活をૹることができ߁者が健ྸߴ宅のࡏ　
るよう、指定αーϏε業者がห当をಧけ、̓ ൱確認を行いま
す。৯回は1日2回までです。
対　象　者 、ߴ者のひとり暮らしྸߴ ྸ者のみの世帯また

はそれに४ずる世帯にଐするྸߴ者で、ௐ理
することが困な方です。

ར༻者ෛ୲ 1৯あたり　500ԁ 
※ਃが必要です。

৯αʔϏεۀࣄ

者をհ護しྸߴ宅において要հ護1ʙ5と認定されたࡏ　
ている家族に、ࢴおΉつやऔりύοτを支給することに
よってࡁܦ的負担の軽減を図ります。
�度ݶ�څ�ࢧ

・ 要հ護4ʙ5で世帯શһが市町ଜ民税非課税の場合、ؒ
75000ԁ分までのࢴおΉつを支給します。

・ 常ېࣦ࣌状態の要հ護1ʙ5までの方で、世帯શһが所得税
非課税かつ要հ護者本人が市町ଜ民税非課税である場合、
ؒ55000ԁ分までのࢴおΉつを支給します。 
※ຖਃが必要です。

Ոհޢ༻ۀࣄڅࢧ

　Ұ人暮らしのྸߴ者のٸපや事ނのٸۓ事態に対ॲ
し、日常生活におけるෆ҆のղফٴͼ҆શの確保を図るた
め、ٸۓ通報γεςϜ置を設置します。
対　象　者
者のྸߴ者またはྸߴ宅の65歳以上の৺身පऑなಠ居ࡏ　
みの世帯で、継続して҆൱の確認を要する方
ར༻者ෛ୲
　設置費用はແྉ（ి回ઢの通ྉは別్必要）
　※ਃが必要です。

ۀࣄ௨ใγεςϜӡӦٸۓ

　75歳以上のಠ居ྸߴ者世帯に対し住宅用Րܯࡂ報ثの
設置を支援し、生໋ٴͼ࢈ࡒをՐࡂのඃ害からकります。
　※ਃが必要です。

Րܯࡂใثऔ͚ࢧԉۀࣄ

対　象　者
　Ͷたきり人（下記のすてに֘当する方）をհ護して
いる方で、串本町に1以上住所を有する方に支給します。
・ 要հ護4または要հ護5の認定をडけており、居宅において

৸たきり状態にある方
宅でհ助がなけれ৯事やഉせつの日常生活に支障ࡏ ・

があると医ࢣが認めた方 
※ਃが必要です。
ख　　ֹ 額60000ԁ（月額5000ԁ）
݄　څ　ࢧ 9月、3月

Ͷ͖ͨΓਓැཆख

対　象　者
　住民税非課税世帯にଐする67ʙ69歳の方で、ऩ入・࢈ࢿ
の要݅をすて満たす方
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を通常の3割から2割負担に
軽減します。

ਓ医療අॿ੍
住民課医療保険・年金グループ ☎62-0561

者ͷ福祉ྸߴ
福祉課հ護保険・ਓ福祉グループ ☎62-0562ɹɹ住民課医療保険・年金グループ ☎62-0561

づくりや社会活動に߁者がؒづくりを通じて、健ྸߴ　
औりみ、生きがいをもってաごしていただくため、֤ Ҭ
の人Ϋϥϒ（44 ஂ体）の活動と、その人Ϋϥϒでߏ成す
る人Ϋϥϒ࿈合会の活動を支援しています。

ਓΫϥϒ
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　障がいのある方に対し福祉タΫγーར用݊を交付し、ॳ
りの基本ྉۚを助成します。（ؒ12ຕ）
対象者
　町に継続して3か月以上居住している、࣍のいずれかに
֘当する方
・ 身体障害者手帳の級が1級एしくは2級の方、又はछ別が

ୈ1छのうちࡏ宅հ助を要する方
・療育手帳のఔ度が̖判定のうちࡏ宅の方
・精神障害者保健福祉手帳の級が1級のうちࡏ宅の方

ࢱλΫγʔۀࣄ

োࢱαʔϏε
հ護（ϗーϜϔルプ）ډ●
　自宅で、入ཋやഉせつ、৯事のհ護など、生活શൠにわた
るհ護αーϏεを行います。
●重度๚հ護
　ॏ度のࢶ体ෆ自༝があり常にհ護が必要な方に、自宅で
のհ護や外ग़࣌のҠ動支援などを૯合的に行います。
●ಉߦ援護
のҠ動の支࣌障がいによりҠ動が困な方に、外ग़֮ࢹ　
援やそのଞの外ग़するࡍに必要な援助を行います。
ಈ援護ߦ●
　的障がいまたは精神障がいにより、行動が困で常に
հ護の必要な方に、外ग़࣌のҠ動の支援や行動のࡍに生じ
るة険回ආのための援護などを行います。
●重度障害者แׅ支援
　常にհ護を必要とする方のதでもհ護の必要ੑが特にߴ
い方に、居宅հ護などの障害福祉αーϏεをแׅ的に提供
します。
●ظೖॴ
　自宅でհ護を行う方がපؾの場合などに、ظの入所に
よる入ཋ、ഉせつ、৯事のհ護などを行います。
●生活հ護
　常にհ護を必要とする方に、ओに日தに障害者支援ࢪ設
などで行われる入ཋ、ഉせつ、৯事のհ護や࡞的活動、生
。活動の機会の提供などを行います࢈
●療ཆհ護
　ප院などのࢪ設で、ओに日தに機能܇࿅や療養上の理、
護、հ護、日常生活上の援助などを行います。
●自立܇࿅（ػ܇࿅・生活܇࿅）
　自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や
生活能力向上のための܇࿅を、Ұ定ؒظの支援ܭըに基づ
き行います。

　障がい者・障がい児がその有する能力と適ਖ਼に応じ、自立した日常生活または社会生活をӦΉことができるよう、必要な障
害福祉αーϏεにかかる給付そのଞの支援を行います。それにより、福祉の૿進を図るとともに、障がいの有ແにかかわらず
相ޓに人֨とੑݸをଚॏし҆৺して暮らすことのできるҬ社会の実現を目的としています。

●身ମ障害者खா
　身体にӬ続すると認められる障がいがある方に、和歌山
県より身体障害者手帳が交付されます。
ަਃखଓ

交付ਃॻ　 ࣸਅ1ຕ
அॻ（身体障害者福祉法ୈ15条における指定医ࢣがॻ
いたもの）を福祉課窓口に提ग़してください。

োఔ度の۠
　障がいのఔ度によって、1級から6級に۠分されます。
●療育खா
　的障がい者（児）へのҰ؏した指ಋ、相談を行い、छʑ
の援助ા置がडけられるよう、和歌山県より的障がい者

（児）に療育手帳が交付されます。
ަਃखଓ

交付ਃॻ　 ࣸਅ1ຕ　 அॻ（18歳未満）
相談ௐࠪථ（18歳以上）を福祉課窓口に提ग़してください。

োఔ度の۠
的障がいのఔ度が、最ॏ度の場合は「A1」、ॏ度の場合は

「A2」、த度の場合は「#1」、軽度の場合は「#2」と۠分されます。
●精神障害者保݈福祉खா
　Ұ定の精神障がいの状態にあることを認定して精神障害
者保健福祉手帳を交付することにより、精神障がい者の自
立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
ަਃखଓ
　ਃは、ප院にॳめてかかった日（ॳ）から6か月以上
たった日からできます。

交付ਃॻ　 ࣸਅ1ຕ
அॻ（࡞成日がਃ日から3か月以のもの）又は精神障
がいを支給事༝とした障害ۚもしくは特別障害給付ۚ
を現にड給していることをূするॻ （ྨۚূॻ）のࣸし

֤छোखா

障͕͍者ͷ福祉
福祉課障害福祉グループ ☎62-0562ɹɹ住民課医療保険・年金グループ ☎62-0561

োఔ度の۠
　精神疾患の状態と能力障がいの状態の྆໘から૯合的に
判定し、日常生活に支障をきたすఔ度がڧいॱに1級から3
級に۠分されます。
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●ब࿑Ҡߦ支援
　就࿑を希望する方に、就࿑に必要なࣝや能力の向上の
ための܇࿅や৬場実शなどを、Ұ定ؒظの支援ܭըに基づ
き行います。
●ब࿑ఆண支援
　就࿑支援をडけて通常の事業所に新たにޏ用された障が
い者に、3ؒ就࿑の継続に必要な相談、指ಋの支援を行
います。
●ब࿑ܧଓ支援（"ܕ#・ܕ）
　Ұൠا業などでޏ用されることが困な方に、ಇく場の
提供や就࿑に必要なࣝや能力の向上のための܇࿅を行い
ます。
ಉ生活援助（グループϗーϜ）ڞ●
　障がいがある方に、Ҭのڞಉ生活の場において、相談や
日常生活上の援助を行います。
ઃೖॴ支援ࢪ●
　հ護が必要な方や通所が困な方で、自立܇࿅または就
࿑Ҡ行支援のαーϏεをར用している方に、居住の場を提
供し、ؒにおける日常生活上の支援を行います。
●自立生活援助
ಉ生活援助をडけていた障がいのあるڞ設入所支援やࢪ　
人が自宅で自立した日常生活をӦΉため、Ұ定のؒظにわ
たり、定ظ的な८回๚問やਵ࣌通報や相談、情報提供・助言
を行います。
ը૬ஊ支援ܭ●
　福祉に関する問やհ護者からの相談に応じて、必要な
情報の提供や助言を行います。
●ҬҠߦ支援
　障がい者支援ࢪ設に入所している方又は精神Պප院に入
院している方、Ҭにおける生活にҠ行するためにॏ
的な支援を必要とする方に、住居の確保や相談の必要な
支援を行います。
●Ҭఆண支援
　自宅でҰ人で生活している障がい者の方に対して、常࣌
の࿈བྷ体制を確保するとともに、障がいの特ੑにىҼして
生じたٸۓの事態に相談、そのଞ必要な支援を行います。

ͦͷଞͷৗੜࢧ׆ԉ
●Ҡಈ支援
　障がいのある方のうち、外でのҠ動が困な方に外ग़
のための支援を行います。
●தҰ࣌支援
　障がいのある方を障害福祉αーϏε事業所で支援する
ことにより、日தにおける活動の場を提供し、家族の就࿑支
援やհ護負担のҰ࣌的な軽減を図ります。
●Ҭ活ಈ支援ηϯλー
　Ҭの実情に応じ、࡞的活動または生࢈活動の機会・社
会交流の場を提供することで、障がいのあるひとのҬ生
活支援の促進を図ります。
●ৗ生活༻۩ͷڅ
　障がいのある方に、障がいの༰やఔ度に応じて日常生
活用۩を給付またはି༩することにより、日常生活のศٓ
を図ります。（ただし、հ護保険による給付をडけることが
できる場合は対象となりません。）
・日常生活用۩ʜ 特घ৸、入ཋิ助用۩、ωϒϥΠβー、ε

τーϚ۩、ࢴおΉつ　など
●ิ۩費ͷ支څ
　身体障害者手帳の交付をडけている方、障がいによりࣦ
われた機能をิうためのิ۩のߪ入費・म理費を支給し
ます。（ただし、Ұ෦հ護保険が༏ઌします。）
・ิ ۩ʜ ٛ ं、置࣋Ґ保࠲、۩、ࢶ Ҝࢠ、ి 動ंҜࢠ、า

行ิ助つ͑、ิ ௌث　など
●住վम費ͷ助成
　Ұ定の障がいのある方が、手すりのऔり付けやচのஈࠩ
ղফなどの住ڥをඋする場合、費用のҰ෦を助成しま
す。（ただし、հ護保険が༏ઌします。）
●自ಈंվͷ助成
　Ұ定の障がいのある方が、就࿑などのために自分が所有
しӡసする自動ंのૢ向置およͼۦ動置などのҰ෦を
改する場合の費用に対して、10ສԁを限度として助成し
ます。（所得制限あり）
●ख通༁者ͷݣ
　ௌ֮、言ޠ機能、Ի機能などに障がいのある方のίϛϡ
χέーγϣン支援のため、手通༁者や手ไ仕һ、要ච
記者をݣします。
●成年ݟޙ制度ར༻支援ۀࣄ
　的障がいや精神障がいにより判அ能力がे分でない
方がෆརӹをඃらないように、成ޙ見制度のར用を支援
することにより、障がい者のݖར༴護を図ることを目的と
します。
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खͷछྨ 支څཁ݅ 支ֹڅ

県
の
手
当
等

ಛผࣇಐ
ැཆख

20歳未満で身体や的または精神にதఔ度以上の障がい、もしく
はظにわたる҆੩を必要とするප状にある児童を護している
もしくは、またはにわって児童を養育し、ओとして対象
児童の生ܭをҡ࣋している方に支給されます。（所得による支給制
限あり）

1級　月額52500ԁ
2級　月額34970ԁ

（ྩ和3࣌）
※ 手当の額はຖ4月にফ費者

Ձ指のม動に応じて
改定されます。

োࣇ
ࢱख

精神または身体にॏ度の障がいがあるため、日常生活において常࣌
հ護を必要とする状態にあるࡏ宅の20歳未満の児童に支給されま
す。（所得による支給制限あり）

月額14880ԁ
（ྩ和3度）

ಛผো者ख
精神または身体にஶしくॏ度のॏෳ障がいがあるため、日常生活
において常࣌特別のհ護を必要とする状態にあるࡏ宅の障がい者

（20歳以上）に支給されます。（所得による支給制限あり）
月額27350ԁ
（ྩ和3度）

ࢱख
ʢܦաાஔʣ

ैདྷの福祉手当ड給֨ࢿ者のうちެ的ۚも支給されない方に支
給されます。（所得による支給制限あり）
※ ただし、࣍の場合には手当をड給できません。
　・ 障がいを支給事༝とする給付で、ྩで定めるものをडけるこ

とができるとき
　・ 身体障害者療護ࢪ設そのଞこれにྨするࢪ設などに入所してい

るとき

月額14880ԁ

৺ো者
ැཆࡁڞ

障がいのある方を扶養している保護者がຖ月Ұ定のֻۚをೲめることにより、保護者にສҰ（ࢮ・
ॏ度障がい）のことがあったときに、障がいのある方にऴ身にわたりҰ定額のۚを支給します。県
の条ྫに基づいて実ࢪされています。

खͷछྨ 支څཁ݅ 支ֹڅ

町
の
手
当
等

৺োࣇʢ者ʣ
ࢱۚ

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を
डけている障がい児・者に支給します。ただし、ؒ所得が10ສԁ
以上ある方は対象とならず、20歳以上の身体障害者手帳・精神障害
者福祉保健手帳の交付をडけている方については、障がい者ఔ度
級が1級以上の方に限ります。

額3ສԁ

৺োࣇ
ࢱख

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所࣋す
る20歳以下の方のうち、児童手当やॏ度৺身障害児（者）医療費助
成制度をडけている方以外の方に手当を支給します。

宅の৺身障がい児ࡏ・
 額48400ԁ
宅以外の৺身障がい児ࡏ・
 額14600ԁ

৺োࣇ
ֶۚ

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所࣋す
る6歳から20歳にୡした日以ޙ最ॳの3月31日までのؒにある方
で、町が認める町外の学校に通学している方に支給します。

額15600ԁ

ͷखɺொͷखݝ

●児ಐൃୡ支援ۀࣄ
　療育の؍からूஂ療育またはݸ別療育を行う必要ੑが
あると認められる未就学の障がいのある児童に対し、日常
生活における基本的な動࡞の指ಋ、ٕࣝ能の付༩、ू ஂ生
活への適応܇࿅などの支援を行います。
●医療ܕ児ಐൃୡ支援ۀࣄ
࿅または医学܇体ෆ自༝があり、理学療法などの機能ࢶ　
的理下での支援が必要と認められた未就学児に対して、
日常生活における基本的な動࡞の指ಋ、ٕࣝ能の付༩、ू
ஂ生活への適応܇࿅などの支援を行います。また、身体の状
。により治療も行いますگ
●์課ޙσΠαーϏεۀࣄ
　就学しており、त業のऴྃޙまたは学校がٳみの࣌など
に支援が必要と認められた障がいのある児童に対し、生活
能力の向上のために必要な܇࿅、社会との交流の促進その
ଞ必要な支援を行います。

োࣇ௨ॴࢧԉۀࣄ ●保育ॴ๚支援ۀࣄ
　障がい児ࢪ設などで指ಋܦ験がある児童指ಋһや保育
が保育所を๚問し、障がいのある児童や保育所などのε࢜
タοϑに対して、障がいのある児童がूஂ生活に適応する
ためのઐ的な支援を行います。
児ಐൃୡ支援ܕ๚ډ●
　ॏ度障がいの状態で外ग़がஶしく困な障がい児に、
自宅を๚問し、日常生活動࡞の指ಋ、ٕࣝ能の付༩、܇࿅
を行います。
●障害児૬ஊ支援
　障がい児の福祉に関する問やհ護者からの相談に応じ
て、必要な情報の提供や助言を行います。
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医療

●自立支援医療（更生医療）
　18歳以上の身体障がい者に対し、その障がいを軽減して
日常生活能力、就業能力を回復・改善することを目的とし
て、指定された医療機関で行われる治療（手術）にかかる医
療費を助成します。
　原則、医療費の1割が自己負担となりますが、所得により
自己負担の上限があります。
●自立支援医療（育成医療）
　身体に障がいを有するまたは現存する疾患を放置した場
合に身体に障がいが残ると認められる18歳未満の児童で、
生活能力を得るため、手術などにより確実な治療効果の見
込みのある方に、指定された医療機関での治療にかかる医
療費を助成します。原則、医療費の1割が自己負担となりま
すが、所得により自己負担の上限があります。
●自立支援医療（精神通院医療）
　精神に障がいを有し、継続的に通院による医療の必要が
ある方に、指定された医療機関での治療にかかる医療費を
助成します。原則、医療費の1割が自己負担となりますが、所
得により自己負担の上限があります。

福祉課障害福祉グループ ☎62-0562

住民課医療保険・年金グループ ☎62-0561
●重度心身障害児（者）医療費助成制度
対　象　者

・身体障害者手帳1級、2級、3級
・療育手帳A判定
・特別児童扶養手当1級
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級
※所得制限あり
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。
※ 身体障害者手帳3級は住民税非課税世帯の入院にかかる

医療費のみ助成

仕事や学校に行けておらず、かつ家族以外の人との交流がほ
とんどできずに、6か月以上続けて自宅に引きこもっている状
態の15歳以上の方を対象に、ご本人やご家族からの相談、社会
体験活動への参加など支援し、「居場所」を提供することを目的
とした、ひきこもり者社会参加支援センターが開設されていま
す。見学や体験をご希望の方は、下記にお問い合わせください。
【ひきこもり者社会参加支援センター「あづまプラッツ」】
〒647-0073　新宮市木ノ川169-3
☎・℻   0735-31-7730

ひきこもり者支援
福祉課 ☎62-0562

　生活保護制度は、憲法25条の理念に基づき、暮らしに困っ
ている世帯に最低限度の生活を保障するため必要な給付を
行うとともに、自分たちの力で生活していけるよう支援す
ることを目的としています。保護の決定は、福祉事務所を設
置している和歌山県が行います。詳しくは福祉課又は下記
にお問い合わせください。
【東牟婁振興局　串本支所】
〒649-4122　串本町西向193
☎0735-72-0525
℻  0735-72-2739

生活保護制度
福祉課 ☎62-0562

生活保護に至る前の生活困窮者からの相談に応じ、必要な
情報提供と助言を行うとともに、生活困窮者に対する自立の
促進を図ります。福祉事務所を設置している和歌山県が窓口
となりますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
【東牟婁振興局　串本支所】
〒649-4122　串本町西向193
☎0735-72-0525
℻  0735-72-2739

生活困窮者自立支援制度
福祉課 ☎62-0562
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۲ຊொίϛϡχςΟόεྉۚͷׂҾ
ը課ا ☎62-0556

　下記に֘当される方は、όεར用ྉが100ԁになります。
・障害者手帳をお࣋ちの方
・ հ護保険の要հ護、要支援または事業対象者の認定をडけ

た方
・ 要հ護者又は「հ護付用」のදࣔがある障害者手帳を所

されている方とಉされるհ護者の方࣋
※ ं࣌に対象であることがわかる保険ূまたは手帳を必

ず提ࣔしてください。提ࣔされない場合は適用されませ
んので、ごҙください。

ຽੜҕһɾࣇಐҕһʢओࣇಐҕһʣ
　民生ҕһ・児童ҕһは、ް 生࿑ಇେਉのҕをडけߴ、 ྸ
者や障がい者、ࢠ育て家ఉ、生活困窮者など、援助を必要と
しているҬ住民のよき相談相手となり、関機関とのύ
Πϓとして、Ҭ福祉のਪ進のために活動しています。

また、民生ҕһ・児童ҕһのうちओ児童ҕһに指໊され
たҕһは、児童福祉に関する相談をઐ的に担当しています。
　いずれもൿີをݫकしますので、相談者のϓϥΠόγー
はकられます。

民生ҕһ・児ಐҕһ
福祉課 ☎62-0562

ͦͷଞ

αϯΰͷ౬༏ೖཋ݊
ը課ا ☎62-0556

　下記に֘当される方に対し、串本Թઘཋ場「αンΰの౬」
の༏入ཋ݊をൃ行しています。（通常入ཋྉ　େ人500
ԁ）
　˕250ԁ割引݊
　　 対象者 町に住所を有する70歳以上の方
　˕350ԁ割引݊
　　 対象者 生活保護法適用者
　　　　　　身体障害者福祉法適用者
　　　　　　 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付

をडけている方
　※ ༏入ཋ݊のൃ行を希望される方は、対象となること

がわかるもの（保険ূ、障害者手帳）をご用ҙのう͑、
場窓口でਃをしてください。

　※ ༏入ཋ݊は入ཋするࡍに必ず提ࣔしてください。 
提ࣔされない場合は適用されませんので、ごҙくだ
さい。

　Ҭ社会શ体のதで福祉の向上や人ൃܒݖの住民交流の
となる開かれたίϛϡχςΟセンターとして、相談һڌ
を置し、日常生活のみやෆ҆について相談に応じて
います。
　また、ຖिՐ༵日に和ਂҬ（ాࢠʙཬ川）の65歳以上の
な人を対象としたσΠαーϏε事業を行い、Ҭ住ؾݩ
民の交流を図りながら生きがいづくりやհ護༧にऔり
んでいます。

۲ຊொ立ਂ૯߹ηϯλー
۲ຊொ立ਂ૯߹ηϯλー ☎67-017�
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߁݈ࢠखாͷަ
　ࢠ健߁手帳には、৷・ग़࢈のաఔや、おࢠさんのग़生
からのൃ育成の༷ࢠ、健や健߁相談の݁果、༧छな
どの記ができます。
ަʹඞཁͳの

৷ಧग़ॻ
本人確認ॻ （ྨ໔ূڐ、保険ূなど）
ϚΠφンόーを確認できるもの

ަॴ
育て世แׅ支援センターࢠ　

ಛఆෆ࣏療අॿ
　和歌山県では、ෆにΉご්に対して、特定ෆ治療
にかかる費用のҰ෦を和歌山県特定ෆ治療費助成事業と
して助成しています。串本町ではߋなる自己負担額の軽減
を図るための上せ助成を実ࢪします。
ॿ対象者
　ෆにΉご්のうち、࣍の要݅をすて満たす方
1ɽ  （්事実ࠗ関にあることを町が認めるものをؚΉ）

のいずれかҰ方が串本町に住民ొしていること
2ɽ 和歌山県特定ෆ治療費助成事業の交付決定をडけてい

ること
3ɽ්のいずれもが町税をೲしていること

Ұൠෆ࣏療අॿ
　গࢠԽ社会のதでෆにΉご්に、Ұൠෆ治療に
要する費用のҰ෦を助成します。
ॿ対象者
の要݅をすて満たす方࣍　
1�  （්事実ࠗ関にあることを町が認めるものをؚΉ）

のいずれかҰ方あるいは྆者が県に1以上住民ొ
をしており、ਃ日に本町に住民ొしていること

2�֤छ医療保険に加入してること
対�象ྍ�࣏�

・医療保険֤法にن定する療養の給付が適用となるෆ治療
・ 医療保険適用外のෆ治療のうち、体外ड精ٴͼݦඍत精

をআく治療
・ 治療のҰとして行われるٴ、ࠪݕͼ治療開࢝前にෆ原

Ҽをௐるためのࠪݕ
・ 医療保険適用の有ແに関わらず、ෆ育治療ٴͼࠪݕ
ॿ��内�容
ごとに࿈続する2ؒとし、1度につき3ສԁを限度ࢠ1　
に助成（2ؒで上限6ສԁ）

ࢠͷ保݈ 福祉課۲ຊொࢠ育ͯੈแׅ支援ηϯλー ☎67-7007

ɾอ݈߁݈
対象ྍ࣏
　ฏ成294月1日以߱に特定ෆ治療をऴྃする特定ෆ
治療
※ ୈࡾ者からの精ࢠ・ཛࢠ・ᡢの提供によるෆ治療費など

の対象外治療があります。
ॿ内容
　1回の治療に要する費用から和歌山県特定ෆ治療費助
成事業による助成額を߇আした額とし、治療༰により上
せۚ額がҟなります。
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